
補償制度のご案内
万一の事故発生につきましては、 お客様の負担を軽減し、 スムーズな賠償を実施するため『総合補償制度』 を確立しております。

分

　　　

類 機

　　　

種 補償料
（円／日） 対人賠償 対物賠償 人身傷害 車両損害補償

　

部分損
車両損害補償
全損・盗難

レ

　

ン

　

タ

　

カ

　

ー 軽ダンプ ４００

　　

無制限
１事故お客様負担金

　　　

２０万円

※お客様ご負担金
とは、 保険が適応
された場合です。
認定されない事故
は実費請求をする
場合があります。

※「事 故 （１回 の
動作で生じた事故）
２０万円未満は実費
請求いたします。

　　

１億円
（１名につき）

１事故（１回の動作で
生じた事故）につき

　　　

３億円

１事故（１回の動作で
生じた事故）お客様

　

負担金２０万円

※お客様ご負担金
とは、 保険が適応
された場合です。
認定されない事故
は実費請求をする
場合があります。

※「事 故 （「回 の
動作で生じた事故）
２０万円未満は実費
請求いたします。

　　

無制限
１事故お客様負担金

　　　

２０万円

※お客様ご負担金
とは、 保険が適応
された場合です。
認定されない事故
は実費請求をする
場合があります。

※１事 故 （１回 の
動作で生じた事故）
２０万円未満は実費
請求いたします。

　

２，０００万円
１事故（１回の動作で
生じた事故）お客様

　

負担金２０万円

※お客様ご負担金
とは、 保険が適応
された場合です。
認定されない事故
は実費請求をする
場合があります。

※「事 故 （１回 の
動作で生じた事故）
２０万円未満は実費
請求いたします。

１名につき
３，０００万円

お客様負担金

　　

１事故
１０万円～２０万円

※お客様ご負担金
とは、 保険が適応
された場合です。
認定されない事故
は実費請求をする
場合があります。

※１事故とは「回
の動作で生じた事
故をさします。

※部分損、 全損盗
難は、 機械ごとに
お客様の負担金が
異なります。

※全損とは、 事故
により損傷し原状
回復・修理ができ
ないと弊社が判断
した 場 合 を さ し
ます。

※補償対象外事項
がございます。 該
当する場合、補償
が認められません。

※補償料を徴収し
てない汎用機械は
補償対象外です。
損害が生じた場合
は対応できません。

※対物事故で相手
車両等があり「０：０
で自車に非がある
場合、 対物の負担
金と車両損害の負
担金を徴収する場
合があります。

お客様負担金

　　

１事故
１万円～２０万円

※お客様ご負担金
とは、 保険が適応
された場合です。
認定されない事故
は実費請求をする
場合があります。

※「事故とは１回
の動作で生じた事
故をさします。

※部分損、 全損盗
難は、 機械ごとに
お客様の負担金が
異なります。

※全損とは、 事故
により損傷し原状
回復・修理ができ
ないと弊社が判断
した場合をさしま
す。

※補償対象外事項
がございます。 該
当する場合、 補償
が認められません。

※補償料を徴収し
てない汎用機械は
補償対象外です。
損害が生じた場合
は対応できません。

お客様負担金
購入時の本体

価格の１０％且つ
下限が２０万～

※上記の金額は下
限です。 車両の購
入 年月 日、 購 入
価格により変動し
ます。

※お客様負担金と
は、 保険が適応さ
れた場合です。 認
定されない事故は
実費請求をする場
合があります。

※部分損、 全損盗
難は、 機械ごとに
お客様の負担金が
異なります。

※全損とは、 事故
により損傷し原状
回復・修理ができ
ないと弊社が判断
した 場 合を さ し
ます。

※補償対象外事項
がございます。 該
当する場合、 補償
が認められません。

※補償料を徴収し
てない汎用機械は
補償対象外です。
損害が生じた場合
は対応できません。

お客様負担金
購入時の本体

価格の１０％且つ
下限が５万～

※上記の金額は下
限です。車両の購入
年月日、 購入価格に
より変動します。

※お客様負担金と
は、 保険が適応さ
れた場合です。 認
定されない事故は
実費請求をする場
合があります。

※部分損、 全損盗
難は、 機械ごとに
お客様の負担金が
異なります。

※全損とは、 事故に
より損傷し原状回
復・修理ができない
と弊社が判断した
場合をさします。

※補償対象外事項
がございます。 該
当する場合、 補償
が認められません。

※補償料を徴収し
てない汎用機械は
補償対象外です。
損害が生じた場合
は対応できません。

２ｔ・３ｔダンプ ７００

４ｔダンプ ９００

ｌｏｔダンプ １，６００

軽トラック ４００

１．５ｔ 平ボディー ７００

２ｔダブルキャブ ７００

２ｔパワーゲート車 ７００

２ｔ・４ｔ 平□ング ７００

２ｔクレーン付 ７００

３ｔクレーン付 ８００

４ｔクレーン付 ９００

４ｔアーム□－ル車 ９００

軽自動車（エブリイ等） ４００

ハイブリツト（アクア等） ７００

ミニバン・ワンボックス（ハイエース等 ７００

ＳＵＶ（普通車のジム二一等） ７００

ノ（ン（プ□ボックス等） ７００

高

　

所

　

作

　

業

　

車 直伸式

　

９．９～２７ｍ ９００

スーパーデッキ１２ｍ ９００

ク□－ラ式高所作業車７ｍ ５００

クローラ式高所作業車９ｍ ８００

散

　　

水

　　

車 ４ｔ ９００

ホイール□－ダー ｏ．３～０．５ボ（旧ＪＩＳ） ６００

○．９～１．２０ （１日ＪＩＳ） ９００^ー１，１００

フオークリフト ２，５ｔ ５００

タイヤ□－ラー ｌｏｔ ９００

マカダム□－ラー ｌｏｔ ９００

コンパインド□－ラー

油 圧 シ ョ ベ ル

ブ ル ド ー ザ ー

２．５

　

ｔ^ー４ｔ

０．０８ｒＨ未満（旧ＪーＳ）

０．０８～０．２ｍ未満（旧ＪＩＳ）

０．２５ｒＨ未満（旧ＪＩＳ）

０．４ボ未満（旧ＪＩＳ）

０．４５州未満（旧ＪーＳ）

０，７ 未満（旧ＪＩＳ）

１．２語未満（旧ＪＩＳ）

３ｔ

７ｔ

　　　　

５００

　　　　

４００

　　　　

５００

　　　　

８００

　　　　

９００

９００～１，１００

１，１００～１，３００

　　　

１，３００

　　　　　

６００

　　　　

７００

９ｔ ９００

１５ｔ ＬＩＯＯ

１９ｔ １，３００

キャリアダンプ 最大積載量ｌｔ以下 ４００

最大積載量２ｔ ５００

最大積載量４ｔ～７ｔ ７００^－９００

最大積載量ｌｏｔ以上 １ ００

クローラークレーン ４．９ｔ

　

吊り以上 １，５００

振動 □ － ラ ー ７００ｋｇ以下 ３００

ｌｏ

　

ｔ ９００

コンプレッサー

発

　　

電

　　

機

ウ

　

エ

　

ル

　

ダ

　

ー

２５馬力～３５馬力

５０馬力

１００馬力

１８０馬力

１ＯＫＶＡ～２０ＫＶＡ

３７ＫＶＡ～８０ＫＶＡ

ＩＯＯＫＶＡ

１５０Ａ

１９ＯＡ

２００
一細
一鋤
一畑
ー４００
ー馴
ー剛
ー加
ー３００



車両・建設機械共通

補償の対象外となる事項
（次の項目に該当する場合、 補償の対象外となります）

◆事故

　

・事故現場で、 被害者又は加害者と示談交渉 （口約束、 署

　

名） を行った場合

　

・事故を起こした人と被害者の勤務する会社が同じ（元請、

　

下請を含む） 場合

　

・事故を起こした人あるいはその人の所属する会社の管理

　

下にある財物が被害に遭った場合

　

・偶然的な外来の事故によらない電気的、 機械的事故

　

・登録ナンバーのない車両、 機械で公道を走行し生じた事故

　

・２事故だが、 １事故と報告するなど故意の報告をし損害

　

を免れようとした場合

　

・契約期間が過ぎても連絡がなく、 返却せずに使用し発生

　　

した事故

　

・予見できた事故

　　

（例／クレーンの最大吊荷重を超えて吊り上げ、 クレーン

　　

を破損させる。 油圧ショベルで無理にものをつかみアー

　　

ムを破損させたり、 アタッチメ ントを壊す）

◆使用方法

　

・故意または重大な過失があり、 本来の使用方法から逸脱

　　

した場合

　

・高所作業車、 クレーン付きトラック、 ダンプ等のベッセル、

　　

アウトリガー、 ブームの格納を忘れたまま走行し生じた

　

損害

　　

※過失の有無を確認し、 過失がないと判断した場合はこ

　

の限りではない

　

・用途外使用で生じた損害
（例／油圧ショベルのノーマルバケットでの杭打）

◆損害

　

・レンタル機械により生じた２次的損害 （工事の遅延によ

　　

る違約金の発生など） の請求

　

・無免許、 無資格、 運転中の携帯電話の使用、 酒酔い・薬

　

物の乱用により正常な判断が出来ない状態により発生し

　

た損害

　

・貸し出した状態ではなく、 独自の架装がされ、 それによ

　　

り生じた事故

　

・運搬中の事故、 道路交通法違反による損害、

　　

（例／高さ制限違反、 過積載、 積荷を適切に固定せず起

　　

きた事故で第三者へ損害を与えた場合）

・日常点検、 異常が発生した場合の点検等を怠った使用に
よる損害

　

（例／オイルの警告が点灯しても、 点検や弊社への連絡
を行わず使用しエンジンを焼き付かせた場合）

・申込者ではない第三者が使用し発生した事損害

◆管理
・修理、 整備作業により過失または技術拙劣により生じた
損害

・通常の使用結果として生じる消耗品 （覆帯、 ベルト、
チェーン、 オイル、 電球等） の損害

・自然の消耗、 劣化、 錆 （塩害を含む）、 かびによる損害
・燃料に起因する損害 （劣化した燃料を使用した、 ディー

ゼル車にガソリンを給油したなど）
・作業で汚損したまま放置し、 適切な管理を怠った場合
・管理不備により生じた事故

　

（例／施錠できる場所にあるにもかかわらず、 その施設
を施錠しない。 機械の鍵を付けたまま放置し、 第三者が
使用し損害を発生させた場合）

◆盗難
・詐欺、 横領。 警察に届け出がない、 又は受理されない
盗難

・部品のみ （モーター、 バッテリー等） の盗難

◆報告
・度重なる事故を起こし、 物品を損傷させたにもかかわらず
連絡がない場合

・事後報告。 返却の際に、 使用中に損傷した事を報告した

　

場合

◆ 天災、 紛争、 その他
・地震、 噴火、 津波、 洪水等天災による損害
・戦争、 紛争、 暴動による損害
・災害が予見させるのに対策をしない

　

（例／台風が接近しているのにレンタル機を現場に置い
たままで水没させる）

・事故原因があいまいで、 正確な事故状況を確認できない
・その他、 引受保険会社が事故と認定しなかった場合

※世情の変化により、 予告せずに変更する場合がございます

※表になぃものは・担当営業・最寄りの営業所へ ［自 愛ｙ１ｎ 巳５ｉ１‐リ ロー夢ｙー惣パ刀 唖
お問い合わせをお願いいたします。

鎖グリ．ンレンタル 圏
本

　　　

社

　

ＴＥＬ：０２４２（８５）６７２１

　

Ｆ

　

‐ＡＸ：０２４２（８５）６７３１

　　　　　　

〒９６５‐０８７７福 島 県 会 津 若 松 市 西 栄 町６番２３号

会津営業所

　

ＴＥＬ：０２４２（５８）３７３８

　

ＦＡＸ：０２４２（５８）３７３０

　　　　　　

〒９６５‐０１０２福 島 県 会 津 若 松 市 真 宮 新 町 北３‐１３

喜多方営業所

　

ＴＥＬ：０２４１（２４）２５３９

　

ＦＡＸ：０２４１（２４）２４２９

　　　　　　

〒９６６‐０００３福島県喜多方市岩月町橿野字舘野２０３０‐１

三春営業所

　

ＴＥＬ：０２４７（６２）８００３

　

Ｆ

　

‐ＡＸ：０２４７（６２）８００５

　　　　　　

〒９６３－７７１９福 島 県 田 村 郡 三 春 町 貝 山 字 馬 場５３

二本松営業所

　

ＴＥＬ：０２４３（５３）２１１５

　

ＦＡＸ：０２４３（５３）２１１６

　　　　　　

〒９６９‐１４０３福 島 県 二 本 松 市 渋 川 字 舟 山９９‐１

福島営業所

　

ＴＥＬ：０２４（５７２）３６７７

　　　　　　

〒９６０‐８２０１福 島 県 福
ＦＡＸ：０２４（５７２）４１８８

〒９６０‐８２０１福 島 県 福 島 市 岡 島 宮 沢 前１５－３２

田島営業所

　

ＴＥＬ：０２４１（６３）６４７０

　

ＦＡＸ：０２４１（６３）６４７１

　　　　　　

〒９６７‐０００４福島県南会津郡南会津町田島字田部原２５２‐１

南相馬営業所

　

ＴＥＬ：０２４４（２６）５６１１

　

ＦＡＸ：０２４４（２６）５６２０

　　　　　　

〒９７９‐２３２４福島県南相馬市鹿島区川子字滝沢１３６番地

相馬営業所

　

ＴＥＬ：０２４４（３２）０６６１

　

ＦＡＸ：０２４４（３２）０６６２

　　　　　　

〒９７９‐２６１１福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字紙衣沢６２‐１

富岡営業所

　

ＴＥＬ：０２４０（２３）５１６１

　

ＦＡＸ：０２４０（２３）５１６２

　　　　　　

〒９７９‐ｎ５１福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚５９０－１

いわき営業所

　

ＴＥＬ：０２４６（８８）６３９１

　　　　　　

〒９７０‐１１４１福島県いわき

郡山営業所

　

ＴＥＬ。２４（９５４）７８７７

ＦＡＸ：０２４６（８８）６３９２
間町愛谷字塚ノ町４４番±

ＦＡ ０２４（９５４）６８１１
〒９７０‐１１４１福島県いわき市好間町愛谷字塚ノ町４４番地

ＥＬ：０２４（９５４）７８７７

　

ＦＡＸ：０２４（９５４）６８１１
〒９６３‐０２０１福島県郡山市大槻町字笹ノ台５３番４号

事故発生時は下記のご対応をお願い致します

白鷺離擁護

　　

二次災害の防止

　　

警察へ事故届
当社担当者

　

または
営業所へ連絡

Ｎｏ．２６


